
見やすいユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

環境に配慮した「ベジタブルインキ」
を使用しています。
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●会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。　
●会場建物内は禁煙となっておりますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

ＪＲ「浜松町駅」北口より徒歩約7分
● 東京モノレール「浜松町駅」中央口
　より徒歩約9分

● 東京臨海新交通ゆりかもめ
「竹芝駅」東出口
より徒歩約2分

都営地下鉄　 大江戸線   浅草線
「大門駅」B1出口
より徒歩約8分

交通の
ご案内

日　時
平成29年8月24日（木曜日）
午前10時

（受付開始は午前９時を予定しております。）

会　場
東京都港区海岸一丁目11番1号

ニューピア竹芝ノースタワー1階
ニューピアホール

株主総会会場ご案内図

★印：周辺に係員がおります。

（証券コード ： 7420）

第75期

定時株主総会
招集ご通知

決議事項
議　案 取締役8名選任の件

平成29年8月24日（木曜日）午前10時
（受付開始は午前９時を予定しております。）

日時

場所 東京都港区海岸一丁目11番1号
ニューピア竹芝ノースタワー1階 
ニューピアホール

◎当社は、株主総会を株主様との積極的な対話の場と
位置づけております。

　株主総会に引き続き、事業方針説明会の開催を予
定しております。また、当社グループの取扱い商品
を会場後方に展示しておりますので是非お立ち寄り
ください。
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　株主の皆様におかれましては、平素より格別の
ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

　第75期定時株主総会の開催をご案内申し上げ
ますとともに、平成28年度の事業の概況をご報告
させていただきます。

　当社は、平成29年7月10日をもちまして創立
70周年を迎えることができました。これもひとえに
株主の皆様によるご支援の賜物と心より感謝申し
上げます。
　今後も事業経営 3路線である貿易商社
（Global）、技術商社（Technology）、製造商社
（Manufacturing）を基本として、エレクトロニクス
を通して「安全」「安心」そして「快適」な社会の
実現を目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、引き続き一層の
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ

代表取締役社長兼CEO

佐鳥  浩之

1
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創立70年から80年、そして100年へ向けて、より良い会社の実現と発展を目指し、
「企業理念」・「経営ビジョン」・「経営方針」を以下のとおり刷新いたしました。

　
　

≪企業理念≫

佐鳥グループは、豊かに充ち溢れた幸福を希求し、社会的責任の自覚の下に、

永続的な企業活動を通じて、グローバル人材の育成と企業風土の進化に取り組み、

より良い会社の実現と発展に努めて参ります。

≪経営ビジョン≫

明るい未来への企業の架け橋として信頼され、豊かな社会への貢献を目指し、

安全・安心・快適を基本とする人と環境に配慮した経営を推し進めて参ります。

≪経営方針≫

1. 顧客主義：企業としての機能価値を高め、顧客価値の最大化を図る。

2. 品質主義：企業活動の信頼の源泉である品質経営を推進する。

3. 計画主義：組織の成長に必要な高い目標に基づく計画設定を図る。

4. 公正主義：法令・規程を遵守し、公正性を高め、健全経営を推進する。

5. 人財主義：グローバル企業活動を通して、雇用の促進と人材の育成を図る。
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株 主 各 位 証券コード7420
平成29年８月３日

　

東京都港区芝一丁目14番10号

代表取締役社長 佐 鳥 浩 之
　
　

第75期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第75期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を
行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、５頁およ
び６頁のご案内に従って、平成29年８月23日（水曜日）午後５時までに議決権をご
行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

　
1. 日 時 平成29年８月24日（木曜日）午前10時

（受付開始は午前９時を予定しております。）
2. 場 所 東京都港区海岸一丁目11番１号

ニューピア竹芝ノースタワー１階 ニューピアホール
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1.第75期（平成28年６月１日から平成29年５月31日まで）事業報告、連結計

算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第75期（平成28年６月１日から平成29年５月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項 議 案 取締役８名選任の件
以 上
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インターネットによる開示について
　
　

●下記の事項につきましては、法令および定款第14条に基づき、下記の当社ウェブサイトに掲
載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
①連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
②計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表
したがって、本招集ご通知の提供書面は、監査報告書を作成するに際して監査役及び会計監査
人が監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。

●本株主総会招集ご通知に添付しております事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株
主総会参考書類に修正が生じた場合は、下記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

　

当社ウェブサイト http://www.satori.co.jp/ir/meeting.html
　

その他ご案内
　
　

●当日ご出席の際は資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げま
す。
●本総会は、軽装にて開催させていただきますのでご了承賜りますようお願い申し上げます。株
主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
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　株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書類（７頁から14頁）をご検
討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権をご行使できる当社の他の株主1名様を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株
主総会開会前に当社にご提出ください。

議決権行使書用紙において各議案に賛否の表示がない場
合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていた
だきます。

インターネットによる議決権行使に必要となる、議決権行使
コードおよびパスワードが記載されています。

議決権行使のご案内

議決権行使には以下の3つの方法がございます｡

１．株主総会にご出席される場合

平成29年8月24日（木曜日）午前10時

平成29年8月23日（水曜日）午後5時到着分まで

日 時

会 場 ニューピア竹芝ノースタワー１階 ニューピアホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

【代理人によるご出席について】

２．郵送で議決権をご行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください｡

行使期限

【議決権行使のお取り扱いについて】

（議決権行使書用紙のご記入方法のご案内）
こちらに、議案の賛否をご記入ください。

●一部の候補者を否認する場合▶「賛」の欄に○印をし、
否認する候補者の番号をご記入いただくか、「否」
の欄に○印をし、賛成する候補者の番号をご記入くだ
さい。

●全員賛成の場合 ▶「賛」の欄に○印
●全員否認する場合▶「否」の欄に○印

見本
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※インターネットによる議決権行使と議決権行使書の郵送による議決権行使が重複してなされた場合は、インターネッ
トによるものを有効として取り扱わせていただきます。
※インターネットにより複数回議決権をご行使された場合、またはパソコンと携帯電話機で重複して議決権をご行使さ
れた場合は、最後に行われたものを有効として取り扱わせていただきます。
※議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様のご負担とな
ります。

同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、議
案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

平成29年8月23日（水曜日）午後5時まで

３．インターネットで議決権をご行使される場合
議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき､ご送信ください。

行使期限

（インターネットによる議決権行使のご案内）

１ 議決権行使サイトへのアクセス

インターネットによる議決権行使は、以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

▶議決権行使サイト

http://www.web54.net
▶バーコード読取機能付の携帯電話機を利用する場合の「QRコード」

２ 議案に対する賛否のご入力

インターネットによる議決権行使に関してご不
明な点がございましたら、右記の専用ダイヤル
までお問い合わせください。

株主名簿
管 理 人

三井住友信託銀行株式会社
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
  0120‐652‐031（午前９時~午後９時）
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議 案 取締役８名選任の件
　

　本総会終結の時をもって、取締役全員８名は任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いしたいと
存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
　
候補者番号 氏 名 地 位 お よ び 担 当 取締役会出席回数

１ 植
うえ
田
だ
一
かず
敏
とし

再 任 代表取締役兼取締役会議長 12回/12回中

２ 佐
さ
鳥
とり
浩
ひろ
之
ゆき

再 任 代表取締役社長兼CEO 12回/12回中

３ 青
あお
木
き
靖
やす
司
し

再 任 取締役 常務執行役員
管理統轄 12回/12回中

４ 佐
さ
藤
とう
昭
あき
彦
ひこ

再 任 取締役 常務執行役員
システム事業担当 12回/12回中

５ 古
こ
賀
が
正
まさ
彦
ひこ

再 任 取締役 常務執行役員
デバイス事業担当 12回/12回中

６ 福
ふく
田
だ
修
しゅう
一
いち

再 任

社 外

独 立

取締役 12回/12回中

７ 下
しも
村
むら
定
さだ
弘
ひろ

再 任

社 外

独 立

取締役 12回/12回中

８ 多和田英俊
た わ だ ひで とし

再 任

社 外

独 立

取締役 10回/10回中
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1. 植　田　一　敏う え だ か ず と し

再任
昭和21年10月21日生（満70歳）

取締役在任期間 24年
所有する当社株式の数 103,014株

取締役候補者とした理由
植田一敏氏は、当社の代表取締役社長、代表取締役会長
ならびにCEO経験者であり、国内外の会社経営者とし
ての豊富な経験・人脈と幅広い見識を有しており、当社
グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強
化に寄与することが出来ると判断し、引き続き当社の取
締役として選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位および担当
昭和47年 4月 当社入社
平成 4年 2月 海外営業本部長
平成 5年 8月 取締役 海外営業本部長
平成 8年 8月 常務取締役 海外営業本部長
平成12年 4月 専務取締役 電子デバイスマーケティング、

電子デバイス国内・海外営業、NB統轄
平成14年 2月 専務取締役 国内・海外営業、電子デバイス

マーケティング、ASP、NB統轄
平成14年 6月 取締役副社長 営業総轄
平成15年 8月 代表取締役社長
平成25年 6月 代表取締役会長兼CEO
平成28年 6月 代表取締役兼取締役会議長（現任）

重要な兼職の状況
佐鳥パイニックス株式会社 代表取締役会長
株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役会長
佐鳥エス・テック株式会社 代表取締役会長

　

2. 佐　鳥　浩　之さ と り ひ ろ ゆ き

再任
昭和41年７月13日生（満51歳）

取締役在任期間 15年
所有する当社株式の数 282,048株

取締役候補者とした理由
佐鳥浩之氏は、平成14年に取締役に就任以来、国内事
業経営ならびに海外事業経営に長年従事し、海外駐在な
ど豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループ
の企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与
することが出来ると判断し、引き続き当社の取締役とし
て選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位および担当
平成 7年 9月 当社入社
平成14年 8月 取締役 海外担当
平成17年 8月 取締役 中華圏事業担当
平成19年 8月 常務取締役 アジア事業統括
平成20年 8月 取締役 常務執行役員 海外事業統括
平成21年 6月 取締役 常務執行役員

機器・部材ビジネスユニット統括
機器・部材販売推進担当

平成23年 6月 取締役 専務執行役員
営業総轄 経営企画担当

平成23年 8月 代表取締役 専務執行役員
管理統括・経営企画担当

平成24年 8月 代表取締役副社長 経営企画担当
平成25年 6月 代表取締役社長兼COO
平成28年 6月 代表取締役社長兼CEO（現任）

重要な兼職の状況
佐鳥パイニックス株式会社 取締役
株式会社スター・エレクトロニクス 取締役
佐鳥エス・テック株式会社 取締役
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3. 青　木　靖　司あ お き や す し

再任
昭和31年12月13日生（満60歳）

取締役在任期間 5年
所有する当社株式の数 5,700株

取締役候補者とした理由
青木靖司氏は、金融機関において国内外で財務関連業務
に長年従事し、当社入社後は財務・経理を担当するな
ど、経営について豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定
機能の強化に寄与することが出来ると判断し、引き続き
当社の取締役として選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位および担当
昭和55年 4月 第一生命保険相互会社（現 第一生命ホール

ディングス株式会社）入社
平成22年 4月 当社出向
平成22年 4月 経理部上席部長
平成23年 6月 上席執行役員 財務・経理担当
平成24年 8月 当社入社
平成24年 8月 取締役 執行役員 財務・経理担当
平成26年 6月 取締役 常務執行役員 財務・経理担当
平成27年 6月 取締役 常務執行役員

財務・経理、コーポレート推進担当
平成28年 6月 取締役 常務執行役員

管理統轄（現任）

重要な兼職の状況
佐鳥パイニックス株式会社 取締役
株式会社スター・エレクトロニクス 取締役
佐鳥エス・テック株式会社 取締役

4. 佐　藤　昭　彦さ と う あ き ひ こ

再任
昭和31年12月29日生（満60歳）

取締役在任期間 4年
所有する当社株式の数 10,800株

取締役候補者とした理由
佐藤昭彦氏は、システム事業ならびにデバイス事業にお
ける豊富な業務経験を有しているとともに、国内子会社
ならびに当社取締役を務めており、当社グループの企業
価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与するこ
とが出来ると判断し、引き続き当社の取締役として選任
をお願いするものであります。

略歴、当社における地位および担当
昭和54年 3月 当社入社
平成18年 6月 佐鳥エス・テック株式会社 三洋事業部長
平成22年 6月 同社執行役員
平成22年 8月 同社取締役 執行役員
平成24年 6月 同社取締役 常務執行役員
平成24年12月 当社常務執行役員

システム・ソリューション事業担当
平成25年 6月 常務執行役員 ソリューション事業担当
平成25年 8月 取締役 常務執行役員

ソリューション事業担当
平成28年 8月 取締役 常務執行役員

システム事業担当（現任）
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5. 古　賀　正　彦こ が ま さ ひ こ

再任
昭和29年３月11日生（満63歳）

取締役在任期間 6年
所有する当社株式の数 10,900株

取締役候補者とした理由
古賀正彦氏は、大手半導体メーカーでの豊富な業務経験
を有しており、当社入社後はデバイス事業の経営に務め
るなど、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思
決定機能の強化に寄与することが出来ると判断し、引き
続き当社の取締役として選任をお願いするものでありま
す。

略歴、当社における地位および担当
昭和51年 4月 日本電気株式会社入社
平成22年 4月 ルネサス エレクトロニクス株式会社入社
平成22年10月 当社入社
平成22年10月 上席執行役員

電子デバイスビジネスユニット西日本地域担当
平成23年 4月 常務執行役員

電子デバイスビジネスユニット国内担当
平成23年 8月 取締役 執行役員

電子デバイスビジネスユニット統括
平成24年 6月 取締役 常務執行役員

電子デバイス事業担当
平成28年 8月 取締役 常務執行役員

デバイス事業担当（現任）
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6. 福　田ふ く だ

　修
しゅう

　一
い ち

再任
社外
独立昭和19年１月11日生（満73歳）

取締役在任期間 5年
所有する当社株式の数 3,900株

社外取締役候補者とした理由
福田修一氏は、国内外の会社経営者としての豊富な経験
と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監
督機能強化の確保に資すると判断し、引き続き当社の社
外取締役として選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位および担当
昭和42年 4月 旭硝子株式会社入社
昭和56年 9月 オプトレックス株式会社（現 京セラディス

プレイ株式会社）入社
平成 5年 3月 同社取締役
平成 9年 3月 オプトレックス ヨーロッパ 社長
平成12年 3月 オプトレックス株式会社 代表取締役社長
平成24年 8月 当社社外取締役（現任）
平成24年 9月 EDT-Japan株式会社 取締役会長（現任）

重要な兼職の状況
EDT-Japan株式会社 取締役会長

　
社外取締役候補者に関する特記事項
1. 当社は、福田修一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
2. 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、福田修一氏との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続す
る予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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7. 下　村　定　弘し も む ら さ だ ひ ろ
再任
社外
独立昭和28年12月16日生（満63歳）

取締役在任期間 2年
所有する当社株式の数 2,000株

社外取締役候補者とした理由
下村定弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い
見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強
化の確保に資すると判断し、引き続き当社の社外取締役
として選任をお願いするものであります。

略歴、当社における地位および担当
昭和52年 4月 松下電工株式会社入社
平成17年 6月 松下電器産業株式会社

建設事業推進本部副本部長
平成19年 2月 日本オーチス・エレベータ株式会社

社外取締役
平成19年 4月 松下電工株式会社 執行役員
平成21年 6月 パナソニック電工制御株式会社

代表取締役社長
平成24年 4月 パナソニック デバイス販売株式会社

取締役副社長
平成26年 1月 パナソニック エクセルスタッフ株式会社

顧問
平成27年 8月 当社社外取締役（現任）
平成29年 7月 東和ライティング株式会社

取締役（現任）

重要な兼職の状況
東和ライティング株式会社 取締役

　
社外取締役候補者に関する特記事項
1. 当社は、下村定弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
2. 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、下村定弘氏との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続す
る予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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8. 多和田　英　俊た わ だ ひ で と し
再任
社外
独立昭和31年２月２日生（満61歳）

取締役在任期間 1年
所有する当社株式の数 900株

社外取締役候補者とした理由
多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富
な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有
しております。なお、同氏は、過去に会社の経営に関与
された経験はありませんが、上記の理由により、当社の
業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断
し、引き続き当社の社外取締役として選任をお願いする
ものであります。

略歴、当社における地位および担当
昭和55年11月 監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ

監査法人）入社
昭和59年 9月 公認会計士登録
平成18年 5月 有限責任 あずさ監査法人 代表社員
平成26年 7月 多和田公認会計士事務所 所長（現任）
平成27年 6月 株式会社ＫＳＫ 社外取締役（現任）
平成28年 8月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
多和田公認会計士事務所 所長

　
社外取締役候補者に関する特記事項
1. 当社は、多和田英俊氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
2. 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、多和田英俊氏との間で、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続
する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

（注）当社と各取締役候補者との間には特別の利害関係はありません。
　

以 上
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（ご参考）社外役員の独立性に関する判断基準
Ⅰ. 当社は、社外取締役および社外監査役またはその候補者が次の各号のいずれにも該当しない場合は、独立性
を有しているものと判断する。
①当社および当社関係会社（以下「当社グループ」と総称する）の業務執行者である者、または最近10年間に
おいて業務執行者であったことがある者。
②当社グループを主要な取引先とする者、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社
もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

③当社の主要な取引先、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子
会社の業務執行者である者。
④当社の大株主（当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）、または当該大
株主が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
⑤当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者で
ある者。
⑥当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している大口債権者、または
当該大口債権者が金融機関等の法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務
執行者である者。

⑦当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者。
⑧当社グループから、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士ま
たは税理士その他のコンサルタント等の個人。

⑨当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コン
サルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属している者。

⑩当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、またはこれらの者が法人、組合等の団体である場
合には当該法人、組合等の団体の業務執行者である者。

⑪当社グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査
役、執行役、執行役員である者。
⑫上記②～⑪に最近3年間において該当していた者。
⑬上記①～⑪に該当する者（ただし、使用人である者については重要な者に限る。）の配偶者または二親等以
内の親族もしくは同居の親族である者。

Ⅱ. 上記②、③、⑧、⑨のいずれかに該当する者（これらに該当する場合において⑫または⑬に該当する者を含
む）であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者に
ついては、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該
人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することによって、当該人物を当社の
独立役員またはその候補者とすることができる。

※「社外役員の独立性に関する判断基準」の全文については、下記の当社ウェブサイトに掲載しております。
http://www.satori.co.jp/ir/governance.html
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第74期 第75期 第74期 第75期 第74期 第75期 第74期 第75期

営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益売上高
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

112,999

604

259

12

107,981
706

483

223

1 当社グループの現況
　
（1）当連結会計年度の事業の状況

①事業の経過および成果
　当連結会計年度における世界経済は、米国の政策運営の行方や地政学的リスクの高まりなど不透明な要
因はあるものの、底堅さを増しております。また、国内経済においても、世界経済の不確実性はあるもの
の、設備投資や雇用・所得環境の改善など緩やかな回復基調で推移いたしました。
　このような環境の中、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は事務機器用ユニット製品の採用
モデル拡大や車載向け外資系電子部品の販売増があったものの、ＰＣ用およびモバイル端末用メモリの販
売減により1,079億81百万円（前期比4.4％減）となりました。利益面につきましては、売上高の減少に伴
う売上総利益の減少はあるものの、粗利率の改善や販売費及び一般管理費の削減等により、営業利益は7億
6百万円（前期比17.0％増）、経常利益は4億83百万円（前期比86.6％増）、親会社株主に帰属する当期純
利益は2億23百万円（前期は12百万円の利益）となりました。

　

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益

107,981百万円
（前期比4.4%減）

706百万円
（前期比17.0%増）

483百万円
（前期比86.6%増）

223百万円
（前期は12百万円の利益）
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売上高
1,079億円

■ 半導体 ･･････････
■ 一般電子部品 ･･･
■ 電子機器 ････････
■ 製品 ･････････････

30%
43%
23%
4%

売上高
1,079億円

■ 日本 ･･･････････
■ 中国 ･･･････････
■ 台湾 ･･･････････
■ その他アジア ･･･
■ その他 ･････････

58%
24%
3%
11%
4%

国内事業
売上高 ● 71,413百万円 売上高比率 ● 66%

　事務機器用ユニット製品の採用モデル拡大による販売増が
あったものの、モバイル端末用メモリおよび事務機器用電子
部品の販売減により、売上高は714億13百万円（前期比4.5
％減）、セグメント利益は6億88百万円（前期比1.9％減）と
なりました。

海外事業
売上高 ● 36,567百万円 売上高比率 ● 34%

　車載向け外資系電子部品の販売増があったものの、仕入先
が一部製品を撤退したことによる半導体の販売減およびデジ
タルテレビ用ＬＣＤの販売減により、売上高は365億67百万
円（前期比4.3％減）、セグメント利益は0百万円（前期は1億
9百万円の損失）となりました。

　

品目別売上高の状況 地域別売上高の状況（仕向け地別）

（注）1．売上高は製品の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2．「中国」の区分は、香港を含んでおります。
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②設備投資の状況
イ）当連結会計年度中に完成した主要設備
　記載すべき事項はありません。
ロ）当連結会計年度において継続中の主要設備
　記載すべき事項はありません。
ハ）当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失
　記載すべき事項はありません。
　
③資金調達の状況
　記載すべき事項はありません。
　
④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　記載すべき事項はありません。
　
⑤他の会社の事業の譲受けの状況
　記載すべき事項はありません。
　
⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　記載すべき事項はありません。
　
⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　記載すべき事項はありません。
　

（2）主要な事業内容（平成29年５月31日現在）

　当社グループは、国内事業と海外事業で構成し、電子部品および電子機器を取り扱っております。
事業区分別の主な取扱商品・製品は次のとおりです。
　

区分 事業内容 取扱商品・製品

国 内 事 業 電子部品および電子機器の販売、開発、製造 1．半導体
2．一般電子部品
3．電子機器
4．製品海 外 事 業 電子部品および電子機器の販売
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事業経営３路線

企業価値の向上

エレクトロニクスを通して

貿易商社
Ｇｌｏｂａｌ

技術商社
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

製造商社
Manufacturing

「安全」 「安心」 「快適」な社会を実現

（3）対処すべき課題
①会社の経営の基本方針
　当社グループは創業以来、貿易商社（Global）、技術商社（Technology）、製造商社（Manufacturing）
の事業経営３路線を基本に、エレクトロニクスを通して、「安全」「安心」「快適」な社会の実現を目指して
おります。
　今後も拡がり続けるエレクトロニクス産業において、事業の持続的成長と経営効率の改善を図ることで、
ステークホルダーへの還元ならびに社会貢献を果たすべく、より一層の企業価値向上に努めてまいります。

　

②中長期的な会社の経営戦略
　当社グループが取り扱っております電子部品・電子機器を中心としたエレクトロニクス製品は、情報通
信関連・自動車・家電・産業用設備など、現代の社会インフラにはなくてはならないものとなり、今後も
より一層の市場拡大が期待されております。
　また、第４次産業革命とも言われているIoT時代が到来し、あらゆるものがインターネットでつながり、
アプリケーションの急速な拡大とビジネスの多様化が進展しております。
　このような環境の中、基幹事業であるデバイスソリューション事業では、グローバルで成長マーケット
への取り組みをより強化することでグロスを拡大し、システムソリューション事業では、当社機能価値を
最大限活用していくことで収益力の向上を図ってまいります。
　併せて、企業として社会に対する責任を果たすため、コンプライアンスを基本としたコーポレート・
ガバナンスの更なる強化により、経営品質を高め、環境変化に対応した事業経営を推進してまいります。
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③経営環境および対処すべき課題
　IoT技術の発展、ビッグデータ・人工知能等の活用により社会は大きく変わりつつあり、企業においては
生産性の向上やあらたなビジネスモデルの創出などへの期待が高まってきております。
　当社グループにおいても、従来から取り扱ってきた電子部品・電子機器といったハードウエアのみなら
ず、ソフトウエアを含めた様々なソリューションを提供していくことで顧客価値を高め、事業領域を拡大
しております。
　この様な経営環境の中で、平成30年度（2018年度）を最終年度とする中期経営目標は「強固な事業基
盤作り」の期間と位置づけ、以下の取り組みを推進しております。

1）産業マーケットを主領域としたIoTビジネスの拡大
当社機能価値の最大活用による戦略コア顧客の構築

2）収益力向上のための自社製品事業の強化
センサ・通信技術を活用した新ソリューション製品の拡充

3）地域密着型の事業運営による海外売上比率の拡大
成長マーケット視点での地場戦略顧客の増出

4）成長に向けた外部リソースとのアライアンス＆コラボレーション強化
成長投資も視野に入れた事業領域の拡大

5）事業効率の改善と経営資源の再配分
採算性・成長性を基軸とした個別ビジネスの “選択と集中” を推進

　
④次期の見通し
　平成29年度（2017年度）の連結業績見通しにつきましては、売上高1,160億円（前期比7.4％増）、営業
利益8億円（前期比13.2％増）、経常利益7億80百万円（前期比61.3％増）、親会社株主に帰属する当期純
利益6億円（前期比168.6％増）を見込んでおります。
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平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）
予　想

平成30年度
（2018年度）
中期経営目標

1,129

0.5
0.7 0.7

1.5

1,250

1.5

1,160
1,250

1,079

■売上高（億円）   ■売上高営業利益率（%）
中期経営目標の進捗状況

平成30年度目標
（2018年度） 売上高………1,250億円      売上高営業利益率………1.5％

⑤目標とする経営指標
　当社グループは、「売上高営業利益率」ならびに「自己資本当期純利益率（ROE）」を重要な経営指標と
位置づけ、収益力の強化に努めます。
　併せて、持続的成長に向け財務基盤の安定性を維持しつつ資本効率を高めてまいります。
　なお、「売上高営業利益率」については早期に1.5％以上の回復に努め、「自己資本当期純利益率（ROE）」
につきましては持続的な改善を基本に５％以上の回復に向け取り組んでまいります。
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経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益／
1株当たり当期純利益

総資産 純資産／１株当たり純資産

売上高
（単位：百万円）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：円）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：円）

第71期

129,915

第72期

129,302

第73期 第75期 第71期

736

第72期

1,600

第73期 第75期 第71期

△1,863

第72期 第73期 第75期

1,339

第71期

63,677

第72期

61,509

第73期 第75期 第71期

28,308

第72期

29,483

第73期 第75期

129,745

第74期

2,343

第74期

1,683

第74期

第71期 第72期 第73期 第75期第74期

67,420

第74期

33,509

第74期

自己資本当期純利益率（ROE）
（単位：％）

112,999

259

12

59,759
31,227

107,981

483

223

59,008
31,278

1,669 1,738

78

1,976

99

△109

4.6
5.3

△6.6

1,841 1,844

0.0

0 13

0.7

（4）財産および損益の状況の推移
①当社グループの財産および損益の状況の推移
　

区 分 第71期
（平成25年５月期）

第72期
（平成26年５月期）

第73期
（平成27年５月期）

第74期
（平成28年５月期）

第75期
（当連結会計年度）
（平成29年５月期）

売上高 （百万円） 129,915 129,302 129,745 112,999 107,981
経常利益 （百万円） 736 1,600 2,343 259 483
親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △1,863 1,339 1,683 12 223

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△） （円） △109.91 78.98 99.31 0.73 13.17

総資産 （百万円） 63,677 61,509 67,420 59,759 59,008
純資産 （百万円） 28,308 29,483 33,509 31,227 31,278
１株当たり純資産 （円） 1,669.40 1,738.74 1,976.29 1,841.71 1,844.75
自己資本当期純利益率（ROE） （％） △6.6 4.6 5.3 0.0 0.7
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第71期

21,294

第72期

21,663

第73期 第75期

第71期

63,041

第72期

64,257

第73期 第75期 第71期

△40

第72期

709

第73期 第75期

第71期

44,150

第72期

45,212

第73期 第75期

第71期 第72期 第73期 第75期

591

△1,999

経常利益 当期純利益／1株当たり当期純利益

総資産 純資産／１株当たり純資産

売上高
（単位：百万円）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：円）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：円）

24,728

第74期

69,665

第74期

2,725

第74期

48,825

第74期

第74期

2,431

23,793

61,243

337

44,771

304

1,255 1,277
1,458

34

143

17

1,403

△117

23,852

60,295

44,032

197

11

1,406

369

②当社の財産および損益の状況の推移
　

区 分 第71期
（平成25年５月期）

第72期
（平成26年５月期）

第73期
（平成27年５月期）

第74期
（平成28年５月期）

第75期
（当事業年度）

（平成29年５月期）

売上高 （百万円） 63,041 64,257 69,665 61,243 60,295
経常利益又は
経常損失（△） （百万円） △40 709 2,725 337 369

当期純利益又は
当期純損失（△） （百万円） △1,999 591 2,431 304 197

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△） （円） △117.91 34.88 143.39 17.95 11.64

総資産 （百万円） 44,150 45,212 48,825 44,771 44,032
純資産 （百万円） 21,294 21,663 24,728 23,793 23,852
１株当たり純資産 （円） 1,255.74 1,277.57 1,458.38 1,403.27 1,406.75
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（5）重要な子会社の状況（平成29年５月31日現在）
　

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

佐鳥パイニックス株式会社 310百万円 100％ 電子部品、制御部品等の販売

株式会社スター・エレクトロニクス 310百万円 100％ 電子部品等の開発、輸入ならびに販売

佐鳥エス・テック株式会社 350百万円 100％ スイッチの製造加工、輸出入ならびに販売

TAIWAN SATORI CO., LTD. US$ 10,023千 100％ 電子部品等の販売

HONG KONG SATORI CO., LTD. HK$147,659千 100％ 電子部品等の販売

SINGAPORE SATORI PTE., LTD. US$ 1,250千 100％ 電子部品等の販売
　

（注）特定完全子会社に該当する子会社はありません。
　
（6）主要な事業所（平成29年５月31日現在）

　

当社
（本社）東京都港区
（支社および支店）

大阪支社、札幌支店、仙台支店、群馬支店、立川支店、
名古屋支店、九州支店

佐鳥パイニックス株式会社 本社：東京都港区
株式会社スター・エレクトロニクス 本社：東京都港区
佐鳥エス・テック株式会社 本社：神奈川県横浜市港北区（登記上の本店所在地 東京都港区）
TAIWAN SATORI CO., LTD. （台湾）
HONG KONG SATORI CO., LTD. （香港）
SINGAPORE SATORI PTE., LTD. （シンガポール）
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❾
❽ 10
11

❸

14

❹

❷

13
15

❼
12 ❻

❺

❶

国内ネットワーク（平成29年５月31日現在）

佐鳥電機株式会社
❶本社（東京）
❷大阪支社
❸札幌支店
❹仙台支店
❺群馬支店
❻立川支店
❼名古屋支店
❽九州支店
❾
大分営業所10
熊本営業所11
滋賀出張所12

広島営業所

13東京商品センター
14秋田開発センター

佐鳥パイニックス株式会社
❶本社（東京）
❹仙台営業所
❺高崎営業所
❷西日本営業所

株式会社スター・エレクトロニクス
❶本社（東京）
❼名古屋支店

佐鳥エス・テック株式会社
15本社（横浜）
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10
11

❷
❹

❸

❽

❾

❺

❻
❼

❶

台 湾 Taiwan ❶台湾佐鳥
TAIWAN SATORI CO., LTD.

香 港 Hong Kong❷香港佐鳥
HONG KONG SATORI CO., LTD.

ベ ト ナ ム Vietnam ❸
香港佐鳥 ハノイ事務所
HONG KONG SATORI CO., LTD.
HANOI REPRESENTATIVE OFFICE

中 国 China ❹佐鳥貿易（上海）
SHANGHAI SATORI CO., LTD.

❺佐鳥貿易（深圳）
SHENZHEN SATORI CO., LTD.

韓 国 Korea ❻韓国佐鳥
KOREA SATORI CO., LTD.

❼
韓国佐鳥 昌原事務所
KOREA SATORI CO., LTD.
CHANGWON OFFICE

シンガポール Singapore ❽シンガポール佐鳥
SINGAPORE SATORI PTE., LTD.

タ イ Thailand ❾タイ佐鳥
THAI SATORI CO., LTD.

ア メ リ カ America 10佐鳥E-テクノロジー
SATORI E-TECHNOLOGY (AMERICA) INC.

ド イ ツ Germany 11佐鳥ドイツ
SATORI ELECTRIC (GERMANY) GmbH

海外ネットワーク（平成29年５月31日現在）
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（7）従業員の状況（平成29年５月31日現在）

①当社グループの従業員の状況
　

従業員数 前連結会計年度末比増減

　 674名（69名） 　 △8名（4名）
　

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
　

②当社の従業員の状況
　

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

465名（59名） △9名（1名） 44.4歳 18.9年
　

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
　
（8）主要な借入先および借入額（平成29年５月31日現在）

　

借 入 先 借 入 額

株式会社三井住友銀行 4,194百万円
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,969百万円
株式会社みずほ銀行 825百万円
三井住友信託銀行株式会社 300百万円

　

（注）上記のほか、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行引受の私募債1,500百万円の残高があります。
　
（9）その他当社グループの現況に関する重要な事項

　当社は、イノテック株式会社との間で、同社のハードディスクドライブ販売事業の譲受けに関する基本
合意書を平成29年5月11日付で締結いたしました。
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個人･その他
（自己株式5.52%含む）
59.39%

金融機関
19.04%

その他の法人
14.47% 外国法人等

6.04%

証券会社
1.06%

所有者別分布状況

2 当社の現況
　
（1）株式の状況（平成29年５月31日現在）
　

①発行可能株式総数 69,000,000株
②発行済株式の総数 17,946,826株
（うち、自己株式の数） 991,459株
③株主数 6,551名

④大株主（上位10名）
　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

野村 絢 848,200株 5.00％
株式会社三井住友銀行 587,482株 3.46％
株式会社三菱東京UFJ銀行 583,334株 3.44％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 561,300株 3.31％
株式会社オフィス佐鳥 515,400株 3.03％
株式会社STRマネージメント 515,400株 3.03％
日本電気株式会社 358,500株 2.11％
佐鳥電機社員持株会 354,841株 2.09％
佐鳥經子 317,078株 1.87％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 283,600株 1.67％

　

（注）1．持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株式数（16,955,367株）を基準に算出し、小数点第３位以下を切り
捨てて表示しております。

2．自己株式は、上記大株主からは除外しております。
　
（2）新株予約権等の状況

①当社役員が保有している新株予約権の状況
　記載すべき事項はありません。
　

②当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付した新株予約権の状況
　記載すべき事項はありません。
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（3）役員の状況（平成29年５月31日現在）

①取締役および監査役の状況
　

氏 名 当社における地位 担当および重要な兼職の状況

植 田 一 敏 代表取締役兼取締役会議長
佐鳥パイニックス株式会社 代表取締役会長
株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役会長
佐鳥エス・テック株式会社 代表取締役会長

佐 鳥 浩 之 代表取締役社長兼CEO
佐鳥パイニックス株式会社 取締役
株式会社スター・エレクトロニクス 取締役
佐鳥エス・テック株式会社 取締役

青 木 靖 司 取締役 常務執行役員
管理統轄
佐鳥パイニックス株式会社 取締役
株式会社スター・エレクトロニクス 取締役
佐鳥エス・テック株式会社 取締役

佐 藤 昭 彦 取締役 常務執行役員 システム事業担当

古 賀 正 彦 取締役 常務執行役員 デバイス事業担当

福 田 修 一 取締役 社 外 独 立 EDT-Japan株式会社 取締役会長

下 村 定 弘 取締役 社 外 独 立

多和田 英 俊 取締役 社 外 多和田公認会計士事務所 所長

清 水 賢 治 常勤監査役

中 里 猛 志 監査役 社 外 独 立 中里猛志公認会計士事務所 所長
学校法人明治大学 常勤理事

佐 藤 伸 一 監査役 社 外 独 立 弁護士
　

（注）1．秋本 豊および高村和彦の両氏は、平成28年８月25日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役
を退任いたしました。

2．渡部裕吉氏は、平成28年８月25日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任いたしまし
た。

3．多和田英俊氏は、平成28年８月25日開催の第74期定時株主総会において、新たに取締役に選任されました。
4．清水賢治氏は、平成28年８月25日開催の第74期定時株主総会において、新たに監査役に選任されました。
5．取締役福田修一、下村定弘および多和田英俊の各氏は、社外取締役であります。
6．監査役中里猛志および佐藤伸一の両氏は、社外監査役であります。
7．監査役中里猛志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
8．監査役佐藤伸一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
9．当社は、取締役福田修一および下村定弘ならびに監査役中里猛志および佐藤伸一の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として、同取引所に届け出ております。
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②取締役および監査役の報酬等の総額
　

区 分 支給人員 支 給 額

取 締 役
（うち社外取締役）

10名
（3名）

176百万円
（13百万円）

監 査 役
（うち社外監査役）

4名
（2名）

21百万円
（7百万円）

合 計
（うち社外役員）

14名
（5名）

197百万円
（21百万円）

　

（注）1．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．取締役の報酬限度額は、平成20年８月21日開催の第66期定時株主総会において年額500百万円以内（ただし、使用人分給与
は含まない。）と決議いただいております。

3．監査役の報酬限度額は、平成18年８月30日開催の第64期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいておりま
す。

4．当事業年度末現在の取締役は８名であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、平成28年８月25日開催の第74
期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名が含まれているためです。

5．当事業年度末現在の監査役は３名であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、平成28年８月25日開催の第74
期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名が含まれているためです。

6．取締役の支給額には、当事業年度末現在の取締役８名のうち、社外取締役を除く取締役５名に対する役員賞与引当金繰入額６
百万円が含まれております。

　
③取締役および監査役の報酬等の決定の方針
　取締役の報酬等については、株主総会において決定した報酬総額の限度内で、会社業績および個人の貢
献度を勘案し、取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬等については、株主総会において決
定した報酬総額の限度内で、監査役の協議にて決定しております。
　なお、社外取締役を除く取締役については、中長期的な業績を反映させる観点から、月額報酬の一定額
以上を拠出し、役員持株会を通じて自社株式を購入し、在任期間中はそのすべてを保有することとしてお
ります。

④社外役員に関する事項
イ）他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
　取締役福田修一氏は、EDT-Japan株式会社の取締役会長であります。なお、当社と同社との間には
重要な取引、その他の関係はありません。
　取締役多和田英俊氏は、多和田公認会計士事務所の所長であります。なお、当社と同社との間には
重要な取引、その他の関係はありません。
　監査役中里猛志氏は、中里猛志公認会計士事務所の所長であり、学校法人明治大学の常勤理事であ
ります。なお、当社と各社との間には重要な取引、その他の関係はありません。



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

30

ロ）当事業年度における主な活動状況
ａ）取締役会および監査役会への出席状況

　

取締役会 （全12回） 監査役会 （全17回）

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取締役 福 田 修 一 12回 100％ ― ―
取締役 下 村 定 弘 12回 100％ ― ―
取締役 多和田 英 俊 10回 100％ ― ―
監査役 中 里 猛 志 12回 100％ 17回 100％
監査役 佐 藤 伸 一 12回 100％ 17回 100％
　

（注）取締役多和田英俊氏については、平成28年８月25日開催の第74期定時株主総会で選任され就任しており、就任後開催の取締役会
（10回）への出席率を記載しております。

　
ｂ）取締役会および監査役会における発言状況
　取締役福田修一および下村定弘の両氏は、会社経営に関する豊富な知識、経験に基づく意見を述
べるなど、経営の透明性と客観性の向上に向けた助言・提言を適宜行っております。
　取締役多和田英俊氏は、公認会計士の見地から専門的な知識や豊富な経験に基づき経営に関する
有益な助言・提言を行っております。
　監査役中里猛志および佐藤伸一の両氏は、それぞれ公認会計士、弁護士の見地から意見を述べる
など、当社のコンプライアンス経営を確保するために必要な助言・提言を行っております。
　

⑤責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第４２７条第１項の規定に基づき、社外取締役である福田修一、下村定弘および多
和田英俊の各氏ならびに社外監査役である中里猛志および佐藤伸一の両氏との間で、それぞれ同法第
４２３条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、法令が規定する額としております。
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（4）会計監査人の状況
①名称　 有限責任 あずさ監査法人

②報酬等の額
　

支 払 額

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
公認会計士法（昭和23年法律第103号、第２条第１項）の業務に係る報酬等の額 41百万円

・当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 41百万円
　

（注）1．当社の重要な子会社のうち、TAIWAN SATORI CO., LTD.、HONG KONG SATORI CO., LTD.、SINGAPORE SATORI
PTE., LTD.は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬額を明確に区分
しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

3．当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を参考に、取締役、社内関係部署およ
び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況
や監査報酬の見積り根拠などを検討した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。

③非監査業務の内容
　記載すべき事項はありません。

④会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社では、会計監査人に会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合には、
監査役会における監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人がその職務を適切
に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不
再任に関する議案の内容を決定いたします。
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（5）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
その他業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

（ご参考）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として次の事項を定め、その充実および中長期的に企業
価値の向上に努め、事業活動を通して社会に貢献してまいります。
・経営の透明性、健全性、遵法性の確保
・株主をはじめとする全てのステークホルダーへの適時適切な情報開示ならびにアカウンタビリティの明
確化
なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、下記の当社ウェブサイトに掲載しております。
http://www.satori.co.jp/ir/governance.html

＜業務の適正を確保するための体制＞　
　当社は、会社法第362条第4項第6号ならびに会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制
（内部統制システム）の整備に関する基本方針を次のとおり定めております。

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1）当社および当社の子会社（以下「佐鳥グループ」という）における企業倫理の確立ならびに取締役お

よび使用人による法令、定款、社内規程および社会規範の遵守を確保するため、基本的な取り組み方針
を「佐鳥グループ企業行動倫理規範」に定めている。

（2）代表取締役を委員長とする「コンプライアンス・リスク委員会」を設置し、佐鳥グループ全体のコン
プライアンス体制の整備および維持を図ることとし、必要に応じて取締役および使用人に対する啓発活
動や研修を行う。

（3）代表取締役直轄の内部監査室は、佐鳥グループ各社に対して定期的に内部監査を実施し、佐鳥グルー
プの全ての業務が法令、定款、社内規程に準拠し、適正かつ妥当に行われているかを監査する。

（4）取締役は、佐鳥グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見
した場合には、直ちに監査役および代表取締役に報告するとともに、遅滞なく連結経営会議において報
告する。

（5）「社内通報規程」に基づき、法令違反その他社会倫理上疑義のある行為等について、佐鳥グループの使
用人が人事部門および社外の弁護士に直接通報する制度を設置・維持し運用する。
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規則」に基づき、その内容に応じて適切かつ検索性
の高い状態で確実に保存・管理する。
　また、当該情報の取扱いについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、適切なセキュリティを実
施する。
　
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）佐鳥グループにおけるリスク管理の基本的事項を「リスク管理規則」に定め、当該規則に基づく管理

を、次のとおり実施する。
（2）佐鳥グループのリスクの分類毎に担当部署を定め、各担当部署は、当該リスクの予防に関する方策を

立案し、その実行にあたるとともに、リスク管理状況を継続的にモニタリングする。
（3）リスクが現実に生じた場合における緊急時対策、損害拡大防止対策、復旧対策および再発防止対策を

内容とする諸規程を整備し、迅速かつ適切に対処することにより損失の最小化に努める。
　
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定時取締役会を月

１回開催するほか、佐鳥グループの経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、事前に代表
取締役、取締役、常勤監査役、国内子会社の社長、その他代表取締役が指名した執行役員によって構成
される連結経営会議の審議を経て業務執行の決定を行う。

（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」および「職務権限規程」等において、
担当部署、責任者および執行手続きを定める。

　
５．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）「佐鳥グループ企業行動倫理規範」を佐鳥グループ全体の行動規範とし、企業集団としての業務の適正

と効率化を確保するために必要な諸規程を整備し、実施する。
（2）子会社は、「子会社管理規程」に定める事項につき、当社の事前承認および当社への報告を要する。な

お、子会社は、当社の子会社に対する経営管理および経営指導が法令に違反し、社会通念上疑義がある
と認めたときには、監査役に報告し、当社に対し意見を述べることができる。

（3）内部監査室は、佐鳥グループ各社に対して内部監査を実施し、佐鳥グループの業務全般にわたる内部
統制の有効性と妥当性を確保する。

（4）佐鳥グループは、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するため、健全な内部統制
環境の確保に努め、全社レベルで統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システ
ムを構築し、適切な運用に努める。
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６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならび
に当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役会は、任命された使用人に対し、監査業務に必要な事項を指示することができ、当該使用人は指
示された監査業務に関する一切の行為について、取締役の指揮命令を受けない。
　当該使用人の人事異動および人事考課等については監査役会の事前の同意を得た上で決定するものとし、
当該使用人の取締役からの独立を確保する。なお、当該使用人は業務の執行に係る役職を兼務しない。
　
７．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに監
査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1）監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、連結経営会
議等重要な会議または委員会に出席するとともに、主要な稟議その他業務執行に関する重要な文書を閲
覧し、必要に応じて佐鳥グループの取締役、監査役または使用人（以下「役職員」という）にその説明
を求めることとし、当該役職員は速やかに適切な報告を行う。

（2）当社は、佐鳥グループの役職員が法令等の違反行為等、佐鳥グループに著しい損害をおよぼすおそれ
のある事実について発見したときは、直ちに当社監査役または監査役会に報告する体制を整備する。

（3）当社は、監査役へ報告を行った佐鳥グループの役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不
利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を佐鳥グループの役職員に周知する。

（4）監査役会は、代表取締役、内部監査室、会計監査人および子会社の監査役と定期的に意見交換会を開
催する。

（5）当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部
署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認め
られた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

　
８．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
（1）基本的考え方

佐鳥グループは、「佐鳥グループ企業行動倫理規範」において、「反社会的勢力の排除」および「誠実で
倫理的な企業行動」を基本方針として掲げており、当該倫理規範に基づき、社会の秩序や安全に脅威を
与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、これと一切の関係を遮断する。

（2）整備状況
・佐鳥グループは、「コンプライアンス・リスク関係諸規程」において、コンプライアンス・リスク委員
会を頂点とした管理体制と反社会的勢力に対する対応統括部署を明文化し、不当要求防止責任者を設置
している。
・当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、警察等関係機関との緊密な連携体
制を構築している。
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＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
１．コンプライアンス体制について
　 当社が定める「佐鳥グループ企業行動倫理規範」の周知徹底を目的として、階層に応じた社内研修を
半期に一度実施し、法令ならびに社内規程に対する遵守意識の向上を図りました。
２．リスク管理体制について
　 「コンプライアンス・リスク委員会」を半期に一度開催し、当社グループにとって重要なリスクにつ
いて、その影響度を踏まえ、対応策等の検討ならびに情報共有を図りました。また、自然災害等により
生じる損害の拡大防止および損失の最小化を目的として当社が定めているＢＣＰ（事業継続計画）につ
いて、その実効性を高めるため、継続的に内容の見直しを実施しております。
３．グループマネジメントについて
　 グループマネジメントについては、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営管理の統一に努めて
おり、当社グループの経営方針および経営戦略に関する重要事項については、連結経営会議において事
前に審議および決定しております。また、内部監査室は、監査計画に基づき、当社グループの全部門の
監査を定期的に実施しており、当該監査の実施結果に基づき、各部門の課題を確認し、適時、改善を求
めるとともに、四半期に一度、各部門の課題ならびに監査の進捗状況を取締役会に報告しております。

４．監査役の職務執行状況について
　 監査役は、監査役会において策定した監査方針および監査計画に基づき、連結経営会議等の重要な会
議に出席するとともに、当社および子会社の取締役から、取締役および使用人の職務遂行状況等につい
て随時報告を受けております。また、会計監査人および内部監査室とは、定例の情報交換会に加えて必
要に応じて適宜、監査活動に関する意見交換を、社外取締役とは、四半期に一度の定例会議において意
見交換をそれぞれ実施し、連携を図っております。なお、当社は、監査役の職務の執行を補助するため
の使用人を１名配置しております。
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選解任 選解任
選解任

連携

会計監査の相当性の判断 監査

監査

監査

報告

連携

連携

内部監査
内部統制評価

執行機能

株主総会

会計監査人 監査役会

内部監査室コンプライアンス・
リスク委員会

取締役会

代表取締役

国内子会社業務執行部門 海外子会社

連結経営会議

1株当たり配当金の推移・予定
（単位：円） ■ 記念  　 期末  　 中間

20

第71期

20

10

第72期

24

10

第73期

32

16

10
14

16

34 34

16

16

2

第75期

16

18

第76期
（予定）

30

12

18

第74期

＜コーポレートガバナンス体制図＞
　

　
（6）会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特
に定めておりません。

　
（7）剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、配当政策を経営上の重要課題と位置づけ、株主への安
定的かつ継続的な配当による株主還元と、財務体質の強化および
今後の事業展開に備えるための内部留保とをバランス良く実施し
ていくことを基本とし、経営状況の見通し等を総合的に勘案の上、
親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向を30％以上と
して、業績に連動した配当を実施することを目標といたしており
ます。
　当事業年度の期末配当金につきましては、平成29年７月14日開
催の取締役会におきまして、普通配当金16円に創立70周年記念配
当として２円を加え、１株当たり18円とすることを決議させてい
ただきました。この結果、中間配当金１株当たり16円を含めまし
た年間配当金は１株当たり34円となります。
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連結貸借対照表（平成29年５月31日現在）
（単位：百万円）

（ご参考）

（資産の部）
当連結会計年度末における総資産
は、590億8百万円となり、前年度末
と比べ7億50百万円減少しました。

流動資産
主に売上債権の減少により、前年度

末と比べ12億98百万円減少しました。

固定資産
主に評価差額金の計上による投資有
価証券の増加により、前年度末と比べ
5億48百万円増加しました。

科 目 第75期
（平成29年５月31日現在）

第74期 (ご参考)
（平成28年５月31日現在）

（資産の部）

流動資産 48,948 50,247

現金及び預金 6,911 6,533

受取手形及び売掛金 31,318 32,951

商品及び製品 8,822 9,041

仕掛品 342 425

原材料及び貯蔵品 399 256

繰延税金資産 411 308

その他 743 733

貸倒引当金 △1 △2

固定資産 10,060 9,511

有形固定資産 4,228 4,233

建物及び構築物 4,458 4,396

減価償却累計額 △2,659 △2,570

建物及び構築物（純額） 1,798 1,826

土地 1,333 1,338

その他 2,296 2,293

減価償却累計額 △1,201 △1,224

その他（純額） 1,095 1,068

無形固定資産 2,036 2,188

投資その他の資産 3,795 3,089

投資有価証券 3,356 2,644

繰延税金資産 63 51

その他 422 440

貸倒引当金 △45 △46

資産合計 59,008 59,759
※ 第74期（平成28年５月31日現在）はご参考（監査対象外）です。
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（単位：百万円）

科 目 第75期
（平成29年５月31日現在）

第74期 (ご参考)
（平成28年５月31日現在）

（負債の部）
流動負債 21,043 22,163
支払手形及び買掛金 14,582 15,230
短期借入金 3,190 3,877
1年内返済予定の長期借入金 1,400 2,000
1年内償還予定の社債 500 －
未払費用 679 480
未払法人税等 188 155
役員賞与引当金 11 －
その他 490 418
固定負債 6,687 6,368
社債 1,000 500
長期借入金 3,200 3,700
繰延税金負債 622 318
再評価に係る繰延税金負債 25 25
退職給付に係る負債 1,584 1,604
その他 254 219
負債合計 27,730 28,532
（純資産の部）
株主資本 30,367 30,686
資本金 2,611 2,611
資本剰余金 3,608 3,608
利益剰余金 25,401 25,720
自己株式 △1,253 △1,253
その他の包括利益累計額 911 540
その他有価証券評価差額金 1,159 734
繰延ヘッジ損益 △0 △0
土地再評価差額金 △173 △173
為替換算調整勘定 △74 △26
退職給付に係る調整累計額 － 7
純資産合計 31,278 31,227
負債純資産合計 59,008 59,759
※ 第74期（平成28年５月31日現在）はご参考（監査対象外）です。

（ご参考）

（負債の部）
当連結会計年度末における負債は、
277億30百万円となり、前年度末と比
べ8億1百万円減少しました。

流動負債
主に仕入債務および有利子負債の減
少により、前年度末と比べ11億19百
万円減少しました。

固定負債
主に有価証券評価差額金の計上に伴
う繰延税金負債の増加により、前年度
末と比べ3億18百万円増加しました。

（純資産の部）
当連結会計年度末における純資産
は、312億78百万円となり、前年度末
と比べ51百万円増加しました。
自己資本比率は、前年度の52.3％か
ら53.0％に増加しました。

株主資本
主に利益剰余金の減少により、前年

度末と比べ3億19百万円減少しまし
た。

その他の包括利益累計額
主にその他有価証券評価差額金の増
加により、前年度末と比べ3億70百万
円増加しました。
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連結損益計算書（平成28年６月１日から平成29年５月31日まで）
（単位：百万円）

科 目
第75期

（平成28年６月１日から
平成29年５月31日まで）

第74期 (ご参考)
（平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで）

売上高 107,981 112,999
売上原価 98,701 103,583
売上総利益 9,280 9,416
販売費及び一般管理費 8,573 8,812
営業利益 706 604
営業外収益 199 200
受取利息 8 7
受取配当金 60 58
仕入割引 67 69
受取手数料 21 4
その他 42 59
営業外費用 422 545
支払利息 91 104
為替差損 247 328
その他 83 111
経常利益 483 259
特別利益 7 141
投資有価証券売却益 7 110
子会社清算益 － 30
特別損失 7 28
固定資産除却損 2 13
減損損失 5 －
投資有価証券売却損 0 15

税金等調整前当期純利益 484 371
法人税、住民税及び事業税 238 286
法人税等調整額 22 72
当期純利益 223 12
親会社株主に帰属する当期純利益 223 12
※ 第74期（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）はご参考（監査対象外）です。

（ご参考）

売上高
主に事務機器用ユニット製品の採用
モデル拡大や車載向け外資系電子部品
の販売増があったものの、ＰＣ用およ
びモバイル端末用メモリの販売減によ
り、前年度と比べ50億18百万円減少
しました。

販売費及び一般管理費
主に退職給付費用の減少により、前

年度と比べ2億38百万円減少しまし
た。

経常利益
主に営業利益の増加および為替差損
の減少により、前年度と比べ2億24百
万円増加しました。
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（ご参考）
連結キャッシュ・フロー計算書（要約）（平成28年６月１日から平成29年５月31日まで）

（単位：百万円）

科 目
第75期

（平成28年６月１日から
平成29年５月31日まで）

第74期
（平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,856 1,379

投資活動によるキャッシュ・フロー △76 △166

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,408 △1,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △293

現金及び現金同等物の増減額 378 △97

現金及び現金同等物の期首残高 6,532 6,630

現金及び現金同等物の期末残高 6,911 6,532

（ご参考）

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は18億

56百万円（前期比34.6％増）となり
ました。
これは主に仕入債務の減少による資
金の減少はあったものの、売上債権の
減少により資金が増加したことによる
ものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は76百

万円（前期比53.8％減）となりまし
た。
これは主に投資有価証券の取得によ
る支出により資金が減少したことによ
るものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は14億

8百万円（前期比38.4％増）となりま
した。
これは主に短期借入金の純減少およ
び配当金の支払により資金が減少した
ことによるものであります。



計算書類

41

貸借対照表（平成29年５月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 第75期
（平成29年５月31日現在）

第74期 (ご参考)
（平成28年５月31日現在）

（資産の部）
流動資産 29,391 30,625
現金及び預金 4,008 3,535
受取手形 4,228 3,093
売掛金 15,371 18,147
商品及び製品 3,937 3,508
仕掛品 170 156
原材料及び貯蔵品 22 19
繰延税金資産 291 228
関係会社短期貸付金 990 1,541
その他 371 395
貸倒引当金 △1 △2
固定資産 14,640 14,146
有形固定資産 3,642 3,623
建物 1,505 1,517
構築物 11 13
機械及び装置 3 4
工具、器具及び備品 793 805
土地 1,165 1,170
リース資産 157 111
建設仮勘定 3 －
無形固定資産 2,027 2,177
借地権 1,086 1,086
ソフトウエア 934 1,085
その他 6 6
投資その他の資産 8,971 8,345
投資有価証券 3,038 2,363
関係会社株式 5,708 5,927
その他 247 262
貸倒引当金 △24 △25
投資損失引当金 － △183
資産合計 44,032 44,771
※ 第74期（平成28年５月31日現在）はご参考（監査対象外）です。

科 目 第75期
（平成29年５月31日現在）

第74期 (ご参考)
（平成28年５月31日現在）

（負債の部）
流動負債 13,900 14,994
支払手形 2,006 2,463
買掛金 6,955 7,844
短期借入金 2,200 2,100
1年内返済予定の長期借入金 1,400 2,000
1年内償還予定の社債 500 －
未払金 67 69
未払費用 458 312
未払法人税等 73 38
役員賞与引当金 6 －
その他 232 163
固定負債 6,280 5,984
社債 1,000 500
長期借入金 3,200 3,700
退職給付引当金 1,336 1,373
繰延税金負債 489 189
再評価に係る繰延税金負債 25 25
その他 229 195
負債合計 20,180 20,978
（純資産の部）
株主資本 22,994 23,340
資本金 2,611 2,611
資本剰余金 3,608 3,608
資本準備金 3,606 3,606
その他資本剰余金 1 1
利益剰余金 18,029 18,374
利益準備金 208 208
その他利益剰余金 17,820 18,166
配当準備積立金 100 100
固定資産圧縮積立金 131 131
別途積立金 15,000 15,000
繰越利益剰余金 2,589 2,934

自己株式 △1,253 △1,253
評価・換算差額等 857 453
その他有価証券評価差額金 1,031 626
土地再評価差額金 △173 △173
純資産合計 23,852 23,793
負債純資産合計 44,032 44,771
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損益計算書（平成28年６月１日から平成29年５月31日まで）
（単位：百万円）

科 目
第75期

（平成28年６月１日から
平成29年５月31日まで）

第74期 (ご参考)
（平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで）

売上高 60,295 61,243
売上原価 54,503 55,548
売上総利益 5,791 5,694
販売費及び一般管理費 5,602 5,685
営業利益 189 8
営業外収益 336 642
受取利息 11 17
受取配当金 224 540
その他 100 83
営業外費用 155 313
支払利息 65 81
債権売却損 3 32
為替差損 59 155
その他 26 43
経常利益 369 337
特別利益 3 110
投資有価証券売却益 3 110
特別損失 39 82
固定資産除却損 0 0
減損損失 5 －
投資有価証券売却損 0 15
関係会社株式評価損 34 －
投資損失引当金繰入額 － 66
税引前当期純利益 333 366
法人税、住民税及び事業税 62 37
法人税等調整額 73 24
当期純利益 197 304
※ 第74期（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）はご参考（監査対象外）です。
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連結計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
平成29年７月14日

佐鳥電機株式会社
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 齊 藤 文 男 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 富 永 淳 浩 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、佐鳥電機株式会社の平成28年６月１日から平成29年５月31日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営
者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を
検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、佐鳥電機株
式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
平成29年７月14日

佐鳥電機株式会社
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 齊 藤 文 男 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 富 永 淳 浩 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、佐鳥電機株式会社の平成28年６月１日から平成29年５月31日
までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの
評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会監査報告
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成28年6月1日から平成29年5月31日までの第75期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作
成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査の計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締
役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査の計画等に従い、取締役、内部監査部門そ
の他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及
びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、監視及び
検証いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制
の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制に
ついては、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備は認識していない旨の報告を取締役等及び有限責任 あ
ずさ監査法人から受けております。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３．後発事象
　 計算書類及び連結計算書の注記に重要な後発事象として記載されているとおり、当社は平成29年７月14日開催の取締役会に
おいて、自己の株式の取得に係る事項について決議しております。当該事項は監査役会の意見に影響を及ぼすものではありま
せん。
平成29年7月14日

佐鳥電機株式会社 監査役会
常勤監査役 清 水 賢 治 ㊞
社外監査役 中 里 猛 志 ㊞
社外監査役 佐 藤 伸 一 ㊞

　

以 上
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買取請求制度

ご所有の株式が
40株の場合

ご所有の100株未満の株式を当社に買取るよう
請求できる制度です。

株主様がご所有の40株を市場価格で
当社に売却し、代金を受領する。

［例］

買取請求で当社に売却
40株売却 40株×市場価格

単元未満株式の買取制度の概要

売却代金を受領

単元未満株式の買取制度のご案内
　

　当社の単元株式数は100株となっております。１株から99株の単元未満株式につきましては、
株式市場で売買できない、株主総会で議決権を行使できないなどの制約があります。
　当社ではそのようなご不便を解消するため、単元未満株式を当社が買取る制度を実施しており
ます。
　

　

（ご注意）単元未満株式の買取請求のお手続きにつきましては、単元未満株式が証券会社等の口座に記録されている場合はお取引口座
のある証券会社等に、特別口座に記録されている場合は特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行にお問い合せくだ
さい。
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●会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。　
●会場建物内は禁煙となっておりますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

ＪＲ「浜松町駅」北口より徒歩約7分
● 東京モノレール「浜松町駅」中央口
　より徒歩約9分

● 東京臨海新交通ゆりかもめ
「竹芝駅」東出口
より徒歩約2分

都営地下鉄　 大江戸線   浅草線
「大門駅」B1出口
より徒歩約8分

交通の
ご案内

日　時
平成29年8月24日（木曜日）
午前10時

（受付開始は午前９時を予定しております。）

会　場
東京都港区海岸一丁目11番1号

ニューピア竹芝ノースタワー1階
ニューピアホール

株主総会会場ご案内図

★印：周辺に係員がおります。

（証券コード ： 7420）

第75期

定時株主総会
招集ご通知

決議事項
議　案 取締役8名選任の件

平成29年8月24日（木曜日）午前10時
（受付開始は午前９時を予定しております。）

日時

場所 東京都港区海岸一丁目11番1号
ニューピア竹芝ノースタワー1階 
ニューピアホール

◎当社は、株主総会を株主様との積極的な対話の場と
位置づけております。

　株主総会に引き続き、事業方針説明会の開催を予
定しております。また、当社グループの取扱い商品
を会場後方に展示しておりますので是非お立ち寄り
ください。

お知らせ ●第 75 期定時株主総会招集ご通知
●株主総会参考書類
　議　案　取締役 8 名選任の件

（第 75 期定時株主総会招集ご通知 提供書面）
●事業報告
　1 当社グループの現況
　2 当社の現況
●連結計算書類
●計算書類
●監査報告書

単元未満株式の買取制度のご案内
株主総会会場ご案内図
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